
・世帯全員の住民税が非課税で、老齢福祉年金を受けている人

・生活保護を受けている人

・境界層に該当する人（負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる人）

・世帯全員の住民税が非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間に８０万円以下の人

・境界層に該当する人（負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる人）

・世帯全員の住民税が非課税で、利用者負担第２段階に該当しない人

・境界層に該当する人（負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる人）

・利用者負担第４段階で下記の「特例減額措置」を受けられる人

・世帯内に住民税を課税されている人がいるが、本人が住民税非課税の人

・本人が住民税を課税されている人

※　負担軽減に該当するかは役場にお問い合わせください。

利用者負担　第３段階

利用者負担　第４段階

特定入所者介護(支援）サービス費　（負担軽減）

【負担軽減の対象】

※　利用者負担段階が、次の「第１段階」から「第３段階」に該当する人です。（第4段階は減免対象外です）

利用者負担段階に応じて、介護保険施設サービスでの居住費・食費の自己負担が軽減されます軽減を受けるには
「特定入所者介護（支援）サービス費」の申請が必要です。対象となる人は忘れずに申請しましょう！

利用者負担　第１段階

利用者負担　第２段階


